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建築物等の解体等の作業におけるアスベスト暴露防止対策の徹底について   

アスベストを使用した建築物等の解体等の作業におけるアスベストの漏洩は、作業現場で従

事する労働者の暴露だけでなく、当該建築物の利用者や周辺住民などの一般公衆にも影響を及

ぼすおそれがあるため、次の事項について周知徹底を図ること。 

記 

１ 石綿障害予防規則第６条に基づく隔離ついては、シートが破れたり接看テープがはがれた

りすることがないよう、また、作業箇所について建築物の構造上外部に通じる隙間がないか

どうか、目視、設計図書等により事前に確認し、さらに作業場所を負圧に維持すること等に

より、外部にアスベストが漏洩することのないよう確実な措置を講じること。 
 

２ サンドプラスト機は発じんが多く、また、作業箇所を加圧させるものであることから、ア

スベストの除去作業では使用を避けること。他の方法で除去することが困難な場合等、やむ

を得ず使用する場合は、大量の粉じんが発生すること、作業場所が加圧されることを念頭に

入れ、適切な除じん装置の選定、フィルターの点検及び交換頻度の設定を行い、作業場所の

負圧状態を維持すること。また、シートの養生の状況についても、点検回数を増やすことや、

接着テープの接着力の確保等により、アスベストが漏洩することのないよう確実な措置を講

じること。 
 

３ 石綿作業主任者等が防じん装置の正常な稼働状況や作業場所の加圧状態を監視する体制を

確立すること。 
 

４ 漏洩事案が発生した場合には、直ちに漏洩箇所周辺を立ち入り禁止にする等、関係労働者

及び第三者がアスベストにばく露することを回避するため必要な措置を講じるとともに、関

係機関に速やかに通報すること。 
 

５ 石綿ばく露防止対策等の実施内容を建物の利用者等が見やすい場所に掲示すること。 
 

６ 建物の解体をする場合、大気汚染防止法に基づく届け出等の事務手続きや廃棄物処理法の

処理基準に沿った処理、労働安全衛生法や石綿障害予防規則等に基づく「石綿作業主任者」

の適正配置や解体等作業従事者への「石綿取扱い作業従事者特別教育」の実施などの適正な

作業環境の確保など、関係法令を遵守し適切な措置を講ずること。 
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